
申
告
が
必
要
な
人

▼
市
県
民
税
の
申
告

　
今
年
の
１
月
１
日
現
在
、
旭
市
内

に
住
ん
で
い
て
、
平
成
27
年
中（
１

〜
12
月
）に
事
業
、
不
動
産
、
利
子
、

配
当
、
給
与
、
雑
、
譲
渡
、
一
時
、

山
林
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

無
収
入
で
も
申
告
を

　
無
収
入
で
も
、
申
告
書
の
「
前
年

中
所
得
の
な
か
っ
た
方
の
記
入
欄
」

に
記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

各
種
証
明
書
の
交
付
や
、
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
な
ど
に
必
要
で
す
。

※
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
書

を
提
出
し
た
人
、
給
与
所
得
だ
け

で
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与
支

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人
、

年
金
所
得
だ
け
で
年
金
保
険
者
か

ら
市
役
所
へ
年
金
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
た
人
は
、
市
県
民
税
の

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
所
得
税
の
確
定
申
告

●
事
業
や
不
動
産
、
年
金
な
ど
の
所

得
が
あ
る
人
で
、
所
得
が
基
礎
控

除（
38
万
円
）と
そ
の
ほ
か
の
所
得

控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

●
給
与
収
入
が
２
、０
０
０
万
円
を

超
え
る
人

●
給
与
所
得
者
で
、
給
与
所
得
以
外

の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
人

※
20
万
円
以
下
で
も
市
県
民
税
の
申

告
は
必
要
で
す
。

●
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て

い
る
人

●
同
族
会
社
の
役
員
な
ど
で
、
そ
の

会
社
な
ど
か
ら
給
与
所
得
の
ほ
か
、

貸
付
金
の
利
子
や
不
動
産
の
使
用

料
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
人

年
金
所
得
者
の
申
告
手
続
き

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
そ
の
ほ
か
の

所
得
が
20
万
円
以
下
の
人
は
、
所
得

税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
に

は
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
各
種
控
除
を
追
加
す
る
と
き
や
、

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る
と

き
は
、
市
県
民
税
の
申
告
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。

復
興
特
別
所
得
税
に
必
ず

記
入
を

　
平
成
25
年
分
か
ら
、
所
得
税
と
併

せ
て
復
興
特
別
所
得
税
を
確
定
申

告
・
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
確
定
申
告
書
へ
の
記
入
漏
れ
が

あ
っ
た
場
合
、
再
度
修
正
し
て
申
告

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【別表】申告の期間と場所

場　所 16日
（火）

17日
（水）

18日
（木）

19日
（金）

20日
（土）

21日
（日）

22日
（月）

23日
（火）

24日
（水）

25日
（木）

26日
（金）

27日
（土）

28日
（日）

29日
（月）

市役所本庁
分室 ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ - - ○

海上支所
１階特設会場 - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ - - -

飯岡支所
１階特設会場 - - - - - - - - - - - - - ○

干潟支所
１階特設会場 - - - - - - - - - - - - - -

※給与所得者や年金所得者の還付申告に限り、2月12日（金）から市役所本庁分室で受け付けます。

受付時間／午前８時30分〜正午、午後１時〜５時
◆２月 ○印…指定日

◆３月
場　所 1日

（火）
2日
（水）

3日
（木）

4日
（金）

5日
（土）

6日
（日）

7日
（月）

8日
（火）

9日
（水）

10日
（木）

11日
（金）

12日
（土）

13日
（日）

14日
（月）

15日
（火）

市役所本庁
分室 ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○

海上支所
１階特設会場 - - - - - - - - - - - - - - -

飯岡支所
１階特設会場 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - - -

干潟支所
１階特設会場 - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ - - - -

南 分 館

本 庁 舎

第2分館

※本庁舎駐車場が満車の際は、二中東側にある
　駐車場を利用してください。

間違わないで 市役所本庁での受付場所

分室
（申告会場）

二中 駐 車 場

「
市
県
民
税
の
申
告
」

「
所
得
税
の
確
定
申
告
」

受
け
付
け
は
２
月
16
日
㈫
か
ら
３
月
15
日
㈫
ま
で

総合戦略懇談会（５月）

早めに準備開始
ですよ

と

　
税
金
の
申
告
時
期
ま
で
あ
と
１
か
月
。
準
備
は
済
み
ま
し
た
か
？　
申
告
の
受
け
付
け
は
別

表
の
と
お
り
で
、
住
ん
で
い
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
ど
の
場
所
で
も
行
え
ま
す
。
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専門家が疑問を解決！ 
「税の無料申告相談」

◆�所得税と復興特別所得税・消費税・事業税・住民税申
告書作成相談会

　譲渡所得があるなど、相談内容が複雑な人への申告書
作成のアドバイスも行います。

◆税理士による無料申告相談会
　小規模事業者、給与所得者、年金受給者が対象です。

〈共通事項〉
受付時間／午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分

給与支払報告書・源泉徴収票は２月１日（月）まで
に提出を

　給料、賃金などの支払者は、２月１日までに「給与支
払報告書（市区町村提出用）」を作成し、受給者の住所地
の市区町村に提出してください。また同時に作成された

「源泉徴収票（受給者交付用）」を全ての受給者に交付し、
給与支払金額が一定額以上のものは、税務署にも提出し
てください。
　青色申告をする事業主で、専従者給与を支払った人や
臨時の従業員に賃金などを支払った人も同様です。

確定申告などの際に必要 
公的年金の源泉徴収票を発送中

　平成27年中に、国民年金や厚生年金などの老齢・退
職を支給事由とする年金を受け取った人に、支払われた
年金額や源泉徴収された所得税額などを知らせる「平成
27年分公的年金等の源泉徴収票」が、１月13日から順
次発送されています。
　所得税の確定申告などの際に必要ですので、大切に保
管してください。また２か所以上に提出の必要があるな
ど再交付が必要な場合は、ねんきんダイヤル（☎0570-
051165）で受け付けています。
※050から始まる電話からは（☎03-6700-1165）へ。
受付時間／●月〜金曜日：午前８時30分〜午後５時15
分（月曜日は午後７時まで）　●第２土曜日：午前９時
30分 〜午後４時
　くわしい内容は佐原年金事務所（☎0478-54-1442）、
または市保険年金課高齢者医療年金班（☎62-5332）へ。

中学生の「税についての作文」「税の標語」 
市内から３人が入選

受賞者（敬称略）
作文／●銚子税務署長賞：石井水月（干潟中・３年）　　
●旭市長賞：松村花菜（二中・３年）
標語／●銚子税務署長賞：松本悠希（飯岡中・３年）

申
告
の
と
き
に
必
要
な
も
の

①
申
告
書
と
印
鑑

②
給
与
所
得
者
は
、
源
泉
徴
収
票
ま

た
は
給
与
支
払
証
明
書

③
営
業
・
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
者

は
、
収
入
と
支
出
の
分
か
る
帳
簿

や
固
定
資
産
税
課
税
資
産
明
細
書

な
ど

④
医
療
費
、
社
会
保
険
料
、
寄
付
金
、

生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど

の
控
除
を
受
け
る
人
は
、
領
収
書

や
証
明
書
な
ど

※
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
も
証

明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

⑤
前
年
、
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、

確
定
申
告
書
の
控
え

申
告
書
の
発
送

　
各
申
告
書
は
２
月
上
旬
ま
で
に
発

送
し
ま
す
。
市
県
民
税
の
申
告
書
は
、

扶
養
家
族
と
し
て
申
請
の
あ
っ
た
人

に
は
送
付
し
な
い
た
め
、
平
成
27
年

中
に
28
万
円
以
上
所
得
の
あ
っ
た
人

は
、
市
税
務
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

申
告
の
混
雑
解
消
に
協
力
を

●
経
費
や
医
療
費
な
ど
は
、
集
計
を

済
ま
せ
て
き
て
く
だ
さ
い
。
済
ん

で
い
な
い
人
は
、
集
計
が
終
わ
る

ま
で
順
番
を
待
つ
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

●
相
談
の
必
要
が
な
い
人
は
、
郵
送

や
電
子
申
告（
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
）を
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

税
務
署
や
税
理
士
な
ど
へ

　
次
の
人
は
、
銚
子
税
務
署
や
青
色

申
告
会
で
申
告
す
る
か
、
税
理
士
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

①
青
色
申
告
の
人

②
事
業
、
不
動
産
所
得
が
あ
る
白
色

申
告
者
で
、
収
入
金
額
合
計
が
１
、

０
０
０
万
円
以
上
の
人

③
土
地
・
建
物
、
株
式
・
投
資
信
託
、

先
物
の
譲
渡
所
得
、
配
当
所
得
、

山
林
所
得
の
あ
る
人

④
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

⑤
そ
の
ほ
か
、
複
雑
な
案
件

銚
子
税
務
署
申
告
書
作
成
・

相
談
会

　
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
書
類
の
ほ
か
、

印
鑑
、
筆
記
用
具
、
計
算
器
具
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間
／
２
月
16
日
㈫
〜
３
月
24
日
㈭

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

受
付
時
間
／
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

４
時

場
所
／
銚
子
商
工
会
館
１
階（
銚
子

市
三
軒
町
19
︲
４
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で（
ｅ
︲
Ｔ

ａ
ｘ
）

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http: 

//w
w

w
.nta.go.jp/

）で
所
得
税

の
確
定
申
告
や
収
支
計
算
書
な
ど
が

作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告

デ
ー
タ
は
、
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
で
管
轄
の

税
務
署
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
な
お
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
で
の
送
信
に
は
、

電
子
証
明
書
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ

ラ
イ
タ
な
ど
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

●
所
得
税
の
確
定
申
告

銚
子
税
務
署

☎
０
４
７
９
︲
22
︲
１
５
７
１

●
市
県
民
税
の
申
告

市
税
務
課
課
税
班☎

62
︲
５
３
２
１

期　日 場　所
２月５日（金）、８日（月） 市役所本庁分室

期　日 場　所
２月５日（金）、８日（月） 市役所本庁分室
２月23日（火） 第二市民会館
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